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静岡県の最低生計費 23 万 5757円 
（25歳単身男性）           時給換算 １３５６円！ 
                   

 最低賃金闘争の運動の前進を図るために２００８年に首都圏から始まった 

「最低生計費調査」が各地でとりくまれるようになり、今回静岡県での調査結果が 

報告されました。（時給換算は、中央最賃審議会が用いている月173.8 時間労働） 

        調査結果の特徴 

①住居費は首都圏と東北の中間の水準  

②交通費は自動車を所有させたため、東北とほぼ同じ水準  

③教養娯楽費は首都圏や東北よりやや低い水準  

結果 静岡県の最低生計費は、首都圏や東北の最低生計費 

   とほぼ同水準。現在の地域別最低賃金はまったく根 

   拠がないことが実証。 

 

 

 

7・28 最賃・人勧中央統一行動 
 

―真夏の太陽と一緒に最低賃金の大幅引き上げをめざそう！― 
中央最低賃金審議会による「目安」答申がでる直前、かつ人事院勧告の直前であり、要求押し上げの最

後の山場です。全国からの参加で中央行動を大きく盛り上げ、要求実現を強く求める行動を展開します。 

 

♪行動内容♪ 

1）厚生労働省交渉・・・・最賃闘争本部を中心に午前中で調整中 

2）なくせ貧困！最低賃金大幅引き上げ、国民本位の財政実現7・28総決起集会 

   時間 12：15～13：00 

   場所 日比谷野外音楽堂 

3）「最賃引き上げ、公務員賃金改善」人事院・厚労省前要求行動 

   時間 13：15～13：45 

4）省庁前要請行動（財務省・農水省・総務省など） 

   時間 14：00～14：30 

5）銀座パレード（特別国会が開催された場合は国会請願デモ） 

   時間 14：50 日比谷公園集合 15：00中幸門出発 

   コース 日比谷公園～有楽町マリオン前～鍛冶橋駐車場（東京駅手前） 

※臨時国会が開催された場合は、生協労連は国会議員要請行動をおこなう予定です。 

 行動予定が確定し次第お知らせします。 

静岡県の最低賃金額は時給
７１３円。 
生活保護基準の最低生活費
は113,170 円。今回の試
算結果から最賃も生活保護
基準も低すぎることが明ら
かに。両方の水準を大幅に
引き上げなければ！ 


